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建設業の労働災害防止強化における建設工事現場 

集中監督指導の実施結果について 

 

福井県内における令和６年の建設業の労働災害は、令和５年から増加傾向にあり、死亡災害

も発生している状況にあります。 

そこで、福井労働局（局長 石川良国）では、建設業の労働災害防止強化を目的として、９

～10 月に各労働基準監督署（福井・敦賀・武生・大野）で建設工事現場の指導を集中的に実施

しました。 

指導結果については、以下のとおりです。 

なお、福井県内における令和６年の建設業の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、10

月末時点（速報値）で 94 人となっており、前年同時期に比べ８人増加しています。また、94

人のうち２人が死亡しています。 
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～ふくいの「働く」を支えます～ 

〇 指導実施現場数は 114 現場で、工事種別は建築工事が 84 現場、土木工事が 28 現場、そ

の他の建設工事（※）が２現場です。 

※ その他の建設工事には、電気通信工事や機械器具設置工事等や店社の土場を含みます。 

〇 114 現場のうち、労働安全衛生法違反が認められた現場数は 53 現場（違反率 46.5％）

でした。なかには、墜落防止の手すりがない等の極めて危険な状態で作業を行っていた現

場も７現場（6.1％）確認されており、必要に応じて労働安全衛生法第 98 条に基づき立入

禁止等の命令を行いました。  

〇 主な法違反として、元請の足場についての措置の未実施による労働安全衛生規則第 655

条違反が 16 現場、足場の手すりや幅木等の未設置等による労働安全衛生規則第 563 条違

反が 16 現場、と多く認められました（他の違反については、別添資料参照）。 


